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文書による指摘の内容
指摘に
対する　
是正状況

備考

医療法人つ
くし会

南国市 訪問看護ステー
ションおおそね

R7.6.12 １　利用者の家族の個人情報を用いる場合に、文書による同意を
得ていない事例が認められた。
２　介護報酬の額の算定に当たり、不適切な事例(新規に訪問看護計
画書を作成した利用者に対して、病院、診療所または介護保健施設
から退院又は退所した日に指定訪問看護事業所の看護師が初回の指
定訪問看護を行っていないのにもかかわらず、所定単位数を算定)が
認められた。

改善済

一般社団法
人土佐長岡
郡医師会

南国市 訪問看護ステー
ション希望

R7.6.19 なし

一般社団法
人高知市医
師会

土佐市 高知市医師会立訪
問看護ステーショ
ン土佐

R7.7.1 １　介護報酬の額の算定に当たり、不適切な事例（ケアプラン上１
時間30分以上の訪問が位置付けられていないにもかかわらず、長時
間訪問看護加算を算定）が認められた。
２　介護報酬の額の算定に当たり、不適切な事例（緊急時訪問看護
加算に係る緊急時訪問を行った際に、算定できない夜間・早朝、深
夜に係る加算を算定）が認められた。

改善済

１　運営規程に不足する事項(従業者の員数及び虐待の防止のための
措置に関する事項)が認められた。

改善中

２　感染症予防及びまん延防止のための指針について未策定である
ことが認められた。

改善中

医療法人前
田会

高岡郡越
知町

訪問看護ステー
ションおち

R7.10.14 なし

医療法人川
村会くぼか
わ病院

高岡郡四
万十町

訪問看護ステー
ションくぼかわ

R7.7.17 １　介護報酬の額の算定に当たり、不適切な事例（緊急時訪問看護
加算に係る緊急時訪問を行った際に、算定できない夜間・早朝、深
夜に係る加算を算定）が認められた。
２　介護報酬の額の算定に当たり、不適切な事例(居宅計画上又は訪
問看護計画上、訪問看護のサービス開始時刻が加算の対象にならな
い時間帯に、早朝、夜間加算を算定)が認められた。

改善済
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